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2021年 10月 15日 

各 位 

不動産投資信託証券発行者名 

東京都千代田区永田町二丁目 4 番 8 号 

大 和 ハ ウ ス リ ー ト 投 資 法 人 

代表者名  執 行 役 員   浅 田 利 春 

（コード番号：8984） 

資産運用会社名 

大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 

代表者名  代表取締役社長   土 田 耕 一 

問合せ先 

大和ハウスリート本部ファンド企画部長  朝比奈孝祐 

TEL．03-3595-1265 

 

規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

（J-REIT 初となる「サステナビリティ指標連動報酬」の導入） 

 

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、2021年 11

月 30 日開催予定の第 13 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に、下記の内容の規約の変更及

び役員選任に関する議案を提出することを決議しましたのでお知らせします。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

1. 規約の一部変更について 

 

 (1) 本投資法人は、投信法第 93条第 1項の規定に従い、現行規約第 15条第 1項において、「投資主が投資

主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議

案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該

議案のいずれをも除く。）について賛成するものとみなす。」と定めております（いわゆるみなし賛成

制度）。 

しかしながら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投

資法人のガバナンスの構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会

社との間で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案について、そのままみなし賛成制度が適用され

た場合、必ずしも投資主全体による熟慮を通じた投資主の多数意思に従った判断を伴わずに、その議

案が可決される可能性があるため、近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、かかる

一定の議案（以下「対象議案」といいます。）について、所定の手続きに基づいて、少数投資主又は

本投資法人から事前に反対の明確な意思が表明された場合にみなし賛成制度を適用しないこととする

変更を行うものです。 

対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産の運用に係る委託契約の締結又は解約、

③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除に関する議案としま

す。 

事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資格要件を備

えた少数投資主及び本投資法人とします。反対意思を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主に

ついては、一定の期間内における本投資法人（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合

は、本投資法人及び招集権者の双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又
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は本投資法人のウェブサイトにおける公表とします。以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除

外を定めるとともに、これに伴い必要となる変更を行うため、みなし賛成に関する規定について変更

を行うものです（変更案第 15条第 3項及び第 4項）。 

(2)  2019年 7月 4日改正の企業会計基準第 10号「金融商品に関する会計基準」（関連して新たに制定又は

改正された会計基準、適用指針を含みます。）の適用に伴い、資産評価の方法に関して必要な変更を行

うものです（現行規約第 34条第 1項第 6号及び第 8号）。 

(3)  下記(4)の新たな資産運用報酬の計算方法については、本投資法人の 2022 年 8 月期の期首である 2022

年 3 月 1 日から導入することとするために、附則において、下記(4)に係る規約変更の効力発生日につ

いて必要な規定を置くものです（変更案第 12章 第 41条）。 

(4)  資産運用会社に対する資産運用報酬につき、投資法人保有物件の温室効果ガス（GHG）排出量削減及

び投資法人のサステナビリティの取り組みに関する外部評価向上を促すことで投資主価値の向上を図

ることを目的として、サステナビリティ指標に連動して資産運用報酬の額を増減させる旨の規定を追

加するものです（変更案別紙 資産運用会社に対する資産運用報酬 運用報酬 3（サステナビリティ指

標連動報酬））。 

 

規約の一部変更の詳細につきましては、添付資料「第13回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。ま

た、サステナビリティ指標連動報酬の詳細につきましては、本日付で公表の「J-REIT初となる「サステナビ

リティ指標連動報酬」の導入に関する補足説明資料」を併せてご参照ください。 

 

2. 役員選任について 

 

執行役員1名（浅田 利春）は、2021年11月30日をもって任期満了となりますので、2021年12月1日付で、改

めて執行役員1名の選任について議案を提出します。また、執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠

くことになる場合に備え、改めて補欠執行役員1名の選任について議案を提出します。 

監督役員2名（岩﨑 哲也、石川 浩司）は、2021年11月30日をもって任期満了となりますので、2021年12

月1日付で、改めて監督役員2名の選任について議案を提出します。また、監督役員が欠けた場合又は法令で定

める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監督役員1名の選任について議案を提出します。 

 

(1)  執行役員候補者 

浅田 利春（現任） 

(2)  補欠執行役員候補者 

土田 耕一（現任） 

(3)  監督役員候補者 

石川 浩司（現任） 

小粥 純子（新任） 

(4)  補欠監督役員候補者 

柿島 房枝（現任） 

 

なお、上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である大和ハウス・ア

セットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。 

役員選任の詳細につきましては、添付資料「第13回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。 
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3. 日程 

 

2021年 10月 15日 本投資主総会提出議案の役員会承認 

2021年 11月 12日 本投資主総会招集通知の発送（予定） 

2021年 11月 30日 本投資主総会（予定） 

以 上 

 

＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ 

 

 

（添付資料）第 13回投資主総会招集ご通知 

 

 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/
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